
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
つ
い
て
①

 

○
 
消
費
税
は
、
価
格
へ
の
転
嫁
を
通
じ
て
最
終
的
に
消
費
者
が
負
担
す
る
税
で
あ
る
が
、
中
小
企
業
・小
規
模
事
業
者
を
中
心
に
消
費
税
の
価
格

へ
の
転
嫁
に
つ
い
て
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
○

 
こ
の
た
め
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
て
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
「消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁

の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
平
成

2
5
年
法
律
第

4
1
号
）が
、
平
成

2
5
年

1
0
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

 
 
 
○

 
国
・
地
方
自
治
体
は
、
こ
の
法
律
等
に
基
づ
き
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
。
 

           

消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置
法
の
概
要

 

１
 
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
是
正
に
関
す
る
特
別
措
置

 
 
 
平
成
２
６
年
４
月
１
日
以
降
に
共
有
す
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
消
費
税
の
転
嫁
を
拒
む
行
為
等
が
禁
止
さ
れ
る
。
 

 
 
違
反
行
為
を
防
止
又
は
是
正
す
る
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
、
主
務
大
臣
、
中
小
企
業
庁
長
官
が
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う
。
ま
た
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公

正
取
引
委
員
会
が
勧
告
を
行
い
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。
 

 
 

 
２
 
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
表
示
の
是
正
に
関
す
る
特
別
措
置

 
 
 
平
成
２
６
年
４
月
１
日
以
降
に
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
の
取
引
に
つ
い
て
、
消
費
税
分
を
値
引
き
す
る
等
の
宣
伝
や
広
告
が
禁
止
さ
れ
る
。
 

 
 
違
反
行
為
を
防
止
又
は
是
正
す
る
た
め
、
公
正
取
引
委
員
会
、
主
務
大
臣
、
中
小
企
業
庁
長
官
が
必
要
な
指
導
・
助
言
を
行
う
。
ま
た
、
違
反
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
消

費
者
庁
が
勧
告
を
行
い
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
。
 

 
 

３
 
価
格
の
表
示
に
関
す
る
特
別
措
置

  
 
 
平
成
２
５
年
１
０
月
１
日
以
降
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
や
事
業
者
の
値
札
の
貼
り
替
え
な
ど
の
事
務
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
表
示
価
格
が
税
込
価
格
で

あ
る
と
誤
認
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
れ
ば
、
「
税
込
価
格
」
を
表
示
し
な
く
て
も
よ
い
と
す
る
特
例
を
設
け
る
。
 

 
 
ま
た
、
事
業
者
が
、
税
込
価
格
に
併
せ
て
、
税
込
価
格
を
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
税
込
価
格
が
明
瞭
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
景
品
表
示
法
第
４
条
第
１
項
（
不
当
表

示
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

 
 

４
 
消
費
税
の
転
嫁
及
び
価
格
の
表
示
方
法
の
決
定
に
係
る
共
同
行
為
に
関
す
る
特
別
措
置
 

  
 
平
成
２
６
年
度
４
月
１
日
以
降
に
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
を
対
象
に
し
た
事
業
者
又
は
事
業
団
体
が
行
う
転
嫁
カ
ル
テ
ル
・
表
示
カ
ル
テ
ル
を
、
届
出
等
を
条
件
と
し
て
独
占
禁

止
法
の
適
用
対
象
外
と
す
る
。
 

 （
国
等
の
講
ず
る
措
置
）

  
第
十
四
条

 
（
略
）

 
２
 
（
略
）

  
３
 
国
及
び
都
道
府
県
は
、
今
次
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
際
し
、
こ
の
法
律
に
違
反
す
る
行
為
の
防
止
及
び
是
正
を
徹
底
す
る
た
め
、
国
民
に
対
す
る
広
報
、
こ
の
法
律
に
違
反
す
る
行
為
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
事

業
者
に
対
す
る
指
導
又
は
助
言
等
を
行
う
た
め
の
万
全
の
態
勢
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 
 

（
公
正
取
引
委
員
会
等
へ
の
通
知
）

  
第
十
七
条

  
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
三
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
公
正
取
引
委
員
会
、
主
務
大
臣

又
は
中
小
企
業
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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厚
生
労
働
省
に
お
け
る
主
な
取
組

 


 
転
嫁
対
策
特
措
法
に
係
る
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
る
「
情
報
受
付
窓
口
」
を
省
内
に
６
箇
所
設
置
。
（
医
政
局
総
務
課
・
指
導
課
・
経
済
課
、
健
康
局
総
務
課
、

社
会
・
援
護
局
地
域
福
祉
課
消
費
生
活
協
同
組
合
業
務
室
、
政
策
統
括
官
付
社
会
保
障
担
当
参
事
官
室
）
 

 
 


 
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
た
際
に
は
、
事
業
者
に
対
し
て
、
報
告
徴
収
・
立
入
検
査
、
指
導
・
助
言
等
を
実
施
。
（
厚
生
労
働
省
は
、
医
療
・
介
護
・
障
害
福

祉
・
児
童
福
祉
・
生
活
衛
生
・
上
水
道
・
生
活
協
同
組
合
・
労
働
関
係
等
に
係
る
事
案
を
担
当
。
）
 

 
 
所
管
業
界
団
体
に
対
し
て
、
法
の
周
知
や
法
の
遵
守
の
要
請
等
に
よ
り
、
適
正
か
つ
円
滑
な
転
嫁
の
実
施
を
求
め
て
い
る
。
 

 


 
ま
た
、
都
道
府
県
の
厚
生
労
働
関
係
部
局
に
対
し
て
も
、
所
管
の
関
係
機
関
・
事
業
者
へ
の
転
嫁
対
策
特
措
法
の
理
解
及
び
遵
守
に
つ
い
て
の
適
切
な
周

知
・
指
導
を
し
て
い
た
だ
く
よ
う
通
知
を
発
出
。

 

           

都
道
府
県
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
主
な
事
項

 

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
う
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
に
つ
い
て
②

 

 
 

 
 

  ・
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
の
防
止
及
び
是
正
に
係
る
広
報
 
 
 
 
・
転
嫁
対
策
特
措
法
の
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
る
「
情
報
受
付
窓
口
」
の
設
置
 

・
違
反
被
疑
情
報
を
受
け
付
け
た
際
の
主
務
大
臣
等
へ
の
通
知

 
・
市
町
村
に
対
し
て
の
同
様
の
体
制
の
確
保
等
の
要
請
 

 
 

 
 


 
所
管
の
関
係
機
関
・
事
業
者
へ
の
転
嫁
対
策
特
措
法
の
理
解
及
び
遵
守
に
つ
い
て
の
適
切
な
周
知
・
指
導

 


 
都
道
府
県
に
お
け
る
税
務
主
管
部
局
と
の
連
携
に
よ
る
違
反
被
疑
情
報
・
相
談
へ
の
対
応
 

  

税
務
主
管
部
局
に
対
し
て
総
務
省
よ
り
依
頼
し
て
い
る
主
な
事
項
 

厚
生
労
働
関
係
部
局
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
主
な
事
項
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（
参
考
）
 
消
費
税
の
転
嫁
拒
否
等
の
行
為
に
対
す
る
処
理
ス
キ
ー
ム
（
法
第
３
条
関
係
）
 

 

◆
 措
置
請
求

 

地
方
公
共

団
体
等

 

◆
 勧
告

 

公
正
取
引
委
員
会

 

◆
 報
告
徴
収
・
立
入
検
査

 
 

 （
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
 

◆
 指
導

 

公
正
取
引
委
員
会

 
中
小
企
業
庁
長
官

 
主
務
大
臣

 

特
定
事
業
者

 
（転
嫁
拒
否
等
を
す
る
側
）
 

情
報
提
供

 

指
導
に
よ
り

 

迅
速
か
つ
効
果
的
な
是
正

 

◆
 報
告
徴
収
・
立
入
検
査

 
 

 （
書
面
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
 

情
報
共
有

 

転
嫁
拒
否
等
の
行
為

 

勧
告
と
同
時
に
公
表

 

特
定
供
給
事
業
者

 
（
転
嫁
拒
否
等
を
さ
れ
る
側
）
 

①
大
規
模
小
売
事
業
者
に
継
続
し
て
商
品
又

は
役
務
を
供
給
す
る
事
業
者
 

②
資
本
金
等
の
額
が
３
億
円
以
下
で
あ
る
事

業
者
 

③
個
人
事
業
者
等

 

①
大
規
模
小
売
事
業
者
 

②
特
定
供
給
事
業
者
か
ら

継
続
し
て
商
品
又
は
役
務

の
供
給
を
受
け
る
法
人
で

あ
る
事
業
者

 


減
額

 

買
い
た
た
き

 

商
品
購
入
，
役
務
利
用
又
は

 
 

 利
益
提
供
の
要
請

 

本
体
価
格
で
の
交
渉
の
拒
否

 
※
報
復
行
為
の
禁
止

 

違
反
行
為
が

 
①
多
数
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合

 
②
不
利
益
の
程
度
が
大
き
い
場
合

 
③
繰
り
返
し
行
う
蓋
然
性
が
高
い
場
合

 
な
ど
に
は
必
ず
措
置
請
求
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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４ 臨時福祉給付金（簡素な給付措置）等について 

 

  平成 25 年 10 月１日に閣議決定された「消費税率及び地方消費税率の引上げ

とそれに伴う対応について」において、消費税率の引上げに際し、低所得者ほ

ど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、低所得者

対策として消費税率が８％の段階で、暫定的・臨時的な措置として、総額約

3,000 億円の給付措置を行うこととしている。 

  具体的には、市町村民税（均等割）が課税されていない者から、  

① 市町村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族等  

② 生活保護制度内で対応される被保護者等 

 を除いた者に対して、１万円を支給することとしている。  

  また、平成 26 年４月の消費税率引上げに加え、同月の年金の特例水準解消

を考慮し、老齢基礎年金（特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手

当を含む。）の受給者等については、臨時福祉給付金に、一人につき５千円を

加算することとしている。 

  臨時福祉給付金の支給については、平成 26 年１月１日が基準日となり、そ

の時点の課税状況等を基に支給対象が決定される。 

臨時福祉給付金の支給事務については、特例水準解消に伴う加算措置がある

ほか、施設（障害児入所施設等）に入所等している児童、虐待を受けた者（障

害者虐待防止法第９条第２項に基づく措置により障害者支援施設に入所して

いる者等）については特例的な取扱いをすることとされており、障害福祉担当

課におかれては、臨時福祉給付金の支給事務担当部署と連携の上、対象者リス

トの作成等について、特段の配慮をお願いする。 

  また、このほか、消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和する

とともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時福祉給付金との併

給調整をした上で子育て世帯臨時特例給付金も支給することとされているの

で、併せてご了知願いたい。 
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）

 

○
 
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、
低
所
得
者
に
与
え
る
負
担
の
影
響
に
鑑
み
、
一
体
改
革
の
枠
組
み
の
中
で
講
じ
る
社
会
保
障
の
充
実

の
た
め
の
措
置
と
併
せ
、
低
所
得
者
に
対
す
る
適
切
な
配
慮
を
行
う
た
め
、
暫
定
的
・
臨
時
的
な
措
置
と
し
て
、
総
額
約

3
,0

0
0
億
円
の
給

付
措
置
を
行
う
（
「
消
費
税
率
及
び
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
と
そ
れ
に
伴
う
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
5
年

10
月

1日
閣
議
決
定
）
）。

 

＜
内
容
＞

 

＜
目
的
＞

 

（
１
）
支
給
対
象
者

 

○
 
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
（
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）が

課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
を
除
く
）
 

 
 
・
・
・
２
，
４
０
０
万
人

 
（
注
）生

活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者
等
は
対
象
と
し
な
い
。

 

○
 
支
給
対
象
者
の
う
ち
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、

2
6
年

4
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
、
一
人
に
つ
き

 

 
 

5
,0

0
0
円
を
加
算
・
・
・１
，
２
０
０
万
人

 

 
 
・
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
者
等

 

 
 
・
児
童
扶
養
手
当
法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成

1
7
年
法
律
第

9
号
）
の
対
象
と
な
る
手
当

 

 
 

 
（
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
等
）
の
受
給
者
等

 
 （
２
）
実
施
主
体

 

○
 
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 

 （
３
）
基
準
日

 

○
 
平
成

2
6
年

1
月

1
日
（
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
と
同
日
）

 
 （
４
）
支
給
額
（
１
回
の
手
続
で
支
給
）
 

○
 
支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
、

1
0
,0

0
0
円

 

○
 
加
算
対
象
者
一
人
に
つ
き
、

 5
,0

0
0
円
を
加
算

 
 （
５
）
事
業
費
・
事
務
費

 
○

 
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
、
市
町
村
）
に
お
い
て
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
を
国
が
補
助
（
1
0
/1

0）
 

給
付
金
の
支
給

 

（
市
町
村
）
 

給
付
金
の
申
請
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）

 

○
 
臨
時
福
祉
給
付
金
は
、
低
所
得
者
ほ
ど
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
食
料
品
の
消
費
支
出
の
割
合
が
高
い
こ
と
を

踏
ま
え
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て
消
費
税
率
が
８
％
の
段
階
で
、
暫
定
的
・
臨
時
的
に
実
施
す
る
も
の
。

 

①
 趣
旨
 

（
平
成

2
5
年

1
0
月

1
日
閣
議
決
定
）

(抄
）

 

○
 
実
務
上
の
対
応
可
能
性
や
社
会
保
障
各
制
度
に
お
け
る
低
所
得
者
の
範
囲
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え
、
市
町
村

民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
か
ら
、

 

 
①

 市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等

 

 
②

 生
活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者
等

 

 
を
除
い
た
者
を
支
給
対
象
と
す
る
。

 

○
 
所
得
の
少
な
い
家
計
ほ
ど
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
食
料
品
の
消
費
支
出
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
消

費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る

1
年
半
分
の
食
料
品
の
支
出
額
の
増
加
分
を
参
考
に
、
支
給
額
を

1
万
円
と
す
る
。

 

○
 

2
6
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
加
え
、

2
6
年
４
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
、
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
者
等
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ
き
５
千
円
を
加
算
す
る
。

 

②
 内
容
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
対
象
者
〕
 

○
 
実
務
上
の
対
応
可
能
性
や
社
会
保
障
各
制
度
に
お
け
る
低
所
得
者
の
範
囲
と
の
整
合
性
を
踏
ま
え
、

市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
か
ら
、

 

 
①

 市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等

 

 
②

 生
活
保
護
制
度
内
で
対
応
さ
れ
る
被
保
護
者

(
※
)
等

 

 
を
除
い
た
者
を
支
給
対
象
と
す
る
。

 

(※
)
 
生
活
保
護
の
被
保
護
者
に
つ
い
て
は
、

2
6
年

4
月
に
消
費
増
税
に
よ
る
負
担
増
の
影
響
分
を
織
り
込
ん
で
生
活
扶
助
基
準
の
改

定
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
た
め
対
象
外
と
し
て
い
る
。
 

①
 対
象
者
の
概
要
 

◯
 
生
活
保
護
の
被
保
護
者
の
ほ
か
、
生
活
保
護
の
基
準
の
例
に
よ
る
給
付
を
行
っ
て
い
る
国
立
ハ
ン
セ

ン
病
療
養
所
等
入
所
者
家
族
生
活
援
護
費
の
受
給
者
等
を
支
給
対
象
外
と
す
る
。

 

（
参
考
）
支
給
対
象
外
と
す
る
者

 

・
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支
援
給
付
の
受
給
者

 

・
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
入
所
者
家
族
生
活
援
護
費
の
受
給
者

 

・
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者
給
与
金

(援
護
加
算
分

)の
受
給
者

 

②
 対
象
外
の
者
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○
 
今
回
の
給
付
措
置
は
、
消
費
税
率
が
８
％
で
あ
る
期
間
を
対
象
に
暫
定
的
・
臨
時
的
措
置
と
し
て
行

う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
・
費
用
の
両
面
で
で
き
る
限
り
簡
素
で
効
率
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、

1
回
の
手
続
き
で
支
給
す
る
。

 

○
 
１
万
円
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
少
な
い
家
計
ほ
ど
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
食
料
品
の
消

費
支
出
の
割
合
が
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る

1
年
半
分
の
食
料
品
の
支
出
額
の

増
加
分
を
参
考
に
設
定
し
た
も
の
。

 

臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
支
給
額
〕
 

①
 金
額
 

②
 回
数
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
加
算
〕
 

○
 

2
6
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
加
え
、

2
6
年
４
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
、

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者
等
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ
き
５
千
円

(※
)
を
加
算
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
。

 
(※

) 
平
成

26
年
４
月
の
特
例
水
準
解
消
に
つ
い
て
、
基
礎
年
金
の
平
均
受
給
額
が
概
ね
５
千
円
減
少
す
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
設
定
。

 

①
 加
算
措
置
の
概
要
 

○
 

2
6
年
４
月
の
年
金
の
特
例
水
準
解
消
等
を
考
慮
し
て
、
老
齢
基
礎
年
金
・
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基

礎
年
金
の
受
給
者
等
に
加
え
、
年
金
と
同
様
に
特
例
水
準
解
消
の
対
象
と
な
る
手
当
の
受
給
者
等
を
加

算
措
置
の
対
象
と
し
て
い
る
。

 

（
参
考
）
上
記
の
他
、
加
算
措
置
の
対
象
者
一
覧

 

・
 児

童
扶
養
手
当
の
受
給
者

 

・
 特

別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

 

・
 特

別
障
害
者
手
当
の
受
給
者

 

・
 障

害
児
福
祉
手
当
の
受
給
者

 

・
 福

祉
手
当
（
経
過
措
置
分
）
の
受
給
者

 

・
 原

爆
被
爆
者
諸
手
当
の
受
給
者

 

・
 毒

ガ
ス
障
害
者
対
策
手
当
及
び
ガ
ス
障
害
者
対
策
手
当
の
受
給
者

 

・
 予

防
接
種
法
に
基
づ
く
健
康
被
害
救
済
給
付
金
の
受
給
者

 

・
 新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
健
康
被
害
救
済
給
付
金
の
受
給
者

 

・
 独

立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
に
基
づ
く
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
又
は
生
物
由
来
製
品
感
染
等
被
害
救
済
制
度
の
受
給
者

 

②
 加
算
措
置
の
対
象
者
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臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
〔
そ
の
ほ
か
〕
 

○
 
臨
時
福
祉
給
付
金
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
５
年
度
補
正
予
算
に
３
，
４
２
０
億
円
を

計
上
し
て
い
る
。

 
 
（
内
訳
）

 

 
 
・
事
業
費

 
3
,0

0
0
億
円
（
本
体
部
分
：

2
,4

0
0
億
円
（

2
,4

0
0
万
人
×

1
万
円
）
、
加
算
部
分
：

6
0
0
億
円
（

1
,2

0
0
万
人
×

5
千
円
）

) 

 
 
・
事
務
費

 
  
4
2
0
億
円
（
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
分

 
4
1
0
億
円
）

 

①
 所
要
額
 

○
 
支
給
申
請
受
付
開
始
日
は
、
各
市
町
村
の
規
模
、
実
情
等
に
応
じ
て
、
市
町
村
に
お
い
て
決
定
す
る

（
市
町
村
に
対
し
て
は
、
平
成

2
6
年
度
分
の
市
町
村
民
税
に
係
る
所
得
情
報
の
把
握
な
ど
、
支
給
を
開

始
す
る
体
制
が
整
い
次
第
、
可
能
な
限
り
早
期
に
開
始
し
て
頂
く
こ
と
を
お
願
い
し
て
い
る
。
）
。

 

○
 
支
給
申
請
期
限
は
、
当
該
市
町
村
に
お
け
る
支
給
申
請
受
付
開
始
日
か
ら
３
か
月
と
す
る
こ
と
を
基

本
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
共
団
体
の
規
模
、
実
情
等
に
よ
っ
て
こ
の
期
限
で
対
応
し
が
た
い
場
合

に
は
、
支
給
申
請
受
付
開
始
日
か
ら
３
か
月
以
上
６
か
月
以
内
の
範
囲
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

②
 支
給
時
期
 

○
 
支
給
対
象
者
は
、
原
則
と
し
て
、
基
準
日
（
平
成

2
6
年

1
月

1
日
）
時
点
の
住
所
地
の
市
町
村
に
対
し

て
、
支
給
の
申
請
を
行
う
。

 

○
 
申
請
・
支
給
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
在
準
備
中
で
あ
る
。

 

③
 申
請
手
続
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子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て

 

 
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、
子
育
て
世
帯
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
世
帯
の
消
費
の
下
支
え
を

図
る
観
点
か
ら
、
臨
時
的
な
給
付
措
置
を
行
う
も
の
。
児
童
手
当
の
上
乗
せ
で
は
な
く
、
臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な

給
付
措
置
）
と
類
似
の
給
付
金
と
し
て
、
こ
れ
と
併
給
調
整
を
し
て
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。

 

  
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）

 
 

（
２
）
実
施
主
体

 

  
基
準
日
に
お
け
る
平
成

2
6
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
。
）
の
受
給
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
平
成

2
5
年

の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
に
満
た
な
い
も
の
。

 
 

 （
３
）
支
給
対
象
者

 

  
支
給
対
象
者
の
平
成

2
6
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特
例
給
付
を
含
む
。
）
の
対
象
と
な
る
児
童
。

 
  

 
※
１

 
基
準
日
に
生
ま
れ
た
児
童
も
対
象
に
含
め
る
。

 
 

 
※
２

 
基
準
日
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
児
童
や
基
準
日
以
後
に
死
亡
し
た
児
童
は
対
象
外
。

 
 

 
 
※
３
 
基
準
日
時
点
で
中
学
生
で
あ
る
児
童
は
、
実
際
の
申
請
・
支
給
時
に
中
学
校
を
修
了
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
対
象
。
 

  
た
だ
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）
の
対
象
者
及
び
生
活
保
護
の
被
保
護
者
等
は
除
く
。

 
 

（
４
）
対
象
児
童

 

 
平
成

2
6
年
１
月
１
日

 
（
臨
時
福
祉
給
付
金
と
同
日
）

 

（
５
）
基
準
日

 

 
対
象
児
童
一
人
に
つ
き

1
万
円

 

（
６
）
給
付
額

 

 
全
額
国
庫
負
担
（

1
0
／

1
0
）

 
 

 
 
※

 
実
施
に
か
か
る
事
務
費
に
つ
い
て
も
、
全
額
国
庫
負
担

 

（
７
）
費
用

 

 
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

 

（
１
）
名
称
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５ 障害者差別解消法について  

 

 

  平成 25 年６月、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25

年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。）が成立し、平成 28 年４

月に施行される予定である。 

  障害者差別解消法においては、地方自治体等には差別的取扱いの禁止、合理

的配慮の不提供の禁止の法的義務に加え、具体的な対応として、それぞれの地

方公共団体における取組に関する要領を策定する努力義務が課せられている。

さらに、差別を解消するための支援措置として、相談・紛争解決の体制整備や、

障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携、普及啓発活動等が

定められている。 

  （注）民間事業者に対しては、差別的取扱いの禁止の法的義務及び合理的配

慮の不提供の禁止の努力義務が課せられている。  

  現在、内閣府の障害者政策委員会等の場においてその施行に向けた議論が行

われているところであり、まずは、国の基本方針の策定に向けた検討が進めら

れている。また、平成 26 年度には、いくつかの自治体において、障害者差別

解消支援地域協議会体制整備事業（モデル事業）が実施される予定とされてい

る。 

  障害者差別解消法の施行に向けては、今後、随時情報提供を行っていく予定

であるので、各地方自治体においても、御承知おき頂きたい。 
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障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
障
害
者
差
別
解
消
法

＜
平
成
２
５
年
法
律
第
６
５
号
＞
）
の
概
要

 

障
害

者
基

本
法

 
第

４
条

 
 

基
本

原
則

 
差

別
の

禁
止

 

第
１

項
：

障
害

を
理

由
と

す
る

 
 

 
 

 
差

別
等

の
権

利
侵

害
 

  
  
  
  
  
  
行

為
の

禁
止

 

第
2
項

：
社

会
的

障
壁

の
除

去
を

怠
る

 
 

 
 

  
こ

と
に

よ
る

権
利

侵
害

の
防

止
 

第
3
項

：
国

に
よ

る
啓

発
・

知
識

の
 

 
 

 
  
普

及
を

図
る

た
め

の
取

組
 

何
人

も
、

障
害

者
に

対
し

て
、

障
害

を
理

由
と

し
て

、
差

別
す

る
こ

と
そ

の
他

の
権

利
利

益
を

侵
害

す
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
  

社
会

的
障

壁
の

除
去

は
、

そ
れ

を
必

要
と

し
て

い
る

障
害

者
が

現
に

存
し

、
か

つ
、

そ
の

実
施

に
伴

う
負

担
が

過
重

で
な

い
と

き
は

、
そ

れ
を

怠
る

こ
と

に
よ

つ
て

前
項

の
規

定
に

違
反

す
る

こ
と

と
な

ら
な

い
よ

う
、

そ
の

実
施

に
つ

い
て

必
要

か
つ

合
理

的
な

配
慮

が
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  

国
は

、
第

一
項

の
規

定
に

違
反

す
る

行
為

の
防

止
に

関
す

る
啓

発
及

び
知

識
の

普
及

を
図

る
た

め
、

当
該

行
為

の
防

止
を

図
る

た
め

に
必

要
と

な
る

情
報

の
収

集
、

整
理

及
び

提
供

を
行

う
も

の
と

す
る

。
  

施
行
日
：平
成
２
８
年
４
月
１
日
（施
行
後
３
年
を
目
途
に
必
要
な
見
直
し
検
討
）

 

 
 

 
 

 
 

具
体
化

 
Ⅰ
．
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
措
置

 

Ⅱ
．
差
別
を
解
消
す
る
た
め
の
支
援
措
置

 

差
別
的
取
扱
い
の
禁
止

 

  

  

合
理
的
配
慮
の
不
提
供
の
禁
止

 

  

国
・
地
方
公
共
団
体
等

 
民
間
事
業
者

 
    民
間
事
業
者

 

国
・
地
方
公
共
団
体
等

 
法
的
義
務

 
努
力
義
務

 

法
的
義
務

 

政
府

全
体

の
方

針
と

し
て

、
差

別
の

解
消

の
推

進
に

関
す

る
基

本
方

針
を

策
定

（
閣

議
決

定
）

 
●

 国
・

地
方

公
共

団
体

等
 

 
⇒

 
 

当
該

機
関

に
お

け
る

取
組

に
関

す
る

要
領

を
策

定
※

 

●
 事

業
者

 
 

  
 

 
  
 

 
⇒

 
  

事
業

分
野

別
の

指
針

（
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
）

を
策

定
 

具
体
的
な
対
応

 

 
 

 
 

 
 

●
 主

務
大

臣
に

よ
る

民
間

事
業

者
に

対
す

る
報

告
徴

収
、

助
言

・
指

導
、

勧
告

 
実
効
性
の
確
保

 

 
 

 
 

 
 

●
 国

内
外

に
お

け
る

差
別

及
び

差
別

の
解

消
に

向
け

た
取

組
に

関
わ

る
情

報
の

収
集

、
整

理
及

び
提

供
 

情
報
収
集
等

 

 
 

 
 

 
 

●
 相

談
・

紛
争

解
決

の
体

制
整

備
 

⇒
 

既
存

の
相

談
、

紛
争

解
決

の
制

度
の

活
用

・
充

実
 

紛
争
解
決
・
相
談

 

 
 

 
 

 
 

●
 障

害
者

差
別

解
消

支
援

地
域

協
議

会
に

お
け

る
関

係
機

関
等

の
連

携
 

地
域
に
お
け
る
連
携

 

 
 

 
 

 
 

●
 普

及
・

啓
発

活
動

の
実

施
 

啓
発
活
動

 

※
 地

方
の

策
定

は
努

力
義

務
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６ 障害福祉サービスの対象となる難病等について 

 

平成 25 年４月に施行された障害者総合支援法では、同法の障害者の定義に

新たに難病等患者を追加し、障害者手帳が取得できない場合でも同法に基づく

障害福祉サービス等の対象となった。 

この難病等の範囲については、当面の措置として１３０疾患（平成 24 年度

まで実施していた「難病患者等居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲）と

したところである。 

直近（平成 25 年 10 月）のサービス利用実績では、実人数で５４３人（平成

25 年４月：１５６人）と増加傾向となっているが、今後も難病等患者が必要

な障害福祉サービス等を受けることのできるよう、引き続き制度の周知を図る

とともに、障害者手帳の交付対象になり得ると考えられる状態の方については、

手帳制度についても説明するなど、難病等の特性を踏まえたきめ細かい対応に

ついて、特段の配慮をお願いしたい。 

なお、障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲については、新たな難病

対策における医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、今後、見直

しを行うこととしているのでご了知願いたい。  
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